
どんな情報が
聞けるの？

緊急放送
  ・ 避難情報
・ 緊急地震速報
・ その他防災情報など

一般放送
・ 大雨時の注意喚起
・ 災害情報
・ 一般行政情報など

①　洪水・高潮・津波の浸水想定区域の２階以下または土砂災害警戒
　区域に居住している世帯
②　満６５歳以上の方を含む世帯
（電子メールやアプリなどの操作に不安のある方）

※ 貸与期間は３年間（期間満了時には再申請をお願いします。）
貸出し予定数に達した時点で、募集を終了します。

次のすべてに当てはまる世帯 ※１世帯当たり１台
対 象

災害危険区域にお住まいの

防災行政無線屋内受信機を

６５歳以上の方へ

無料で貸出します！



◎ 申請から貸出まで ◎

郵送・ＦＡＸ
またはメールで申請 窓口で申請

お近くの区役所で受付
（地域起こし推進課）

市役所あて送付
（危機管理室災害対策課）

審査後、貸与決定通知書を市役所から郵送で送付

宅配で受領希望 区役所で受領希望

屋内受信機を自宅へ郵送
（送料着払い）

①貸与決定通知書
    ②本人証明
 を持参し、区役所で受領

お 問 い 合 わ せ 先

〒７３０－８５８６ 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号
広島市危機管理室災害対策課 FAX：０８２-５０４-２８０２
メールアドレス saigaitaisaku@city.hiroshima.lg.jp

中区役所 TEL：０８２-５０４-２８２０ 安佐南区役所 TEL：０８２-８３１-４９２６
東区役所 TEL：０８２-５６８-７７０４ 安佐北区役所 TEL：０８２-８１９-３９０５
南区役所 TEL：０８２-２５０-８９３５   TEL：０８２-８２１-４９０５
西区役所 TEL：０８２-５３２-１０２３  TEL：０８２-９４３-９７０４

郵送・FAX・メール送付先

広島市危機管理室災害対策課 TEL：０８２ｰ５０４ｰ２８３１

①貸与申請書と②わが家の避難シートに必要事項を記入
申請書等は、お近くの区役所や公民館などに置いています。
ホームページからダウンロードすることもできます。

安芸区役所
佐伯区役所


